
学
校
卒
業
の
月
ま
で

返
還
期
間

中
学
校
卒
業
後
１
年
間
据
置

後
、
月
賦
又
は
半
年
賦
併
用
に

よ
る
20
年
以
内
の
均
等
払
い
。

た
だ
し
、
高
校
・
大
学
等
へ

進
学
し
た
場
合
、
在
学
中
は
返

還
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
介
護
料
の
支
給

自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
重
度

後
遺
障
害
者
に
な
ら
れ
た
方
で
、

介
護
を
必
要
と
さ
れ
る
方
に
対

し
て
、介
護
料
を
支
給
し
ま
す
。

介
護
料
支
給
対
象
者

機
構
の
基
準
に
よ
る

支
給
期
間

申
請
を
受
理
し
た
月
か
ら
介

護
料
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消

滅
す
る
月
ま
で
。

介
護
料
支
給
月
額

問
合
せ
先

独
立
行
政
法
人
　
自
動
車
事

故
対
策
機
構
　
広
島
主
管
支
所

℡
297
―

２
２
５
５

（
福
祉
課
）

障
害
の
あ
る
人
々
の
社
会
参

加
を
促
進
し
、
障
害
の
あ
る

人
々
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る

た
め
、
広
島
県
障
害
者
ふ
れ
あ

い
ラ
ン
ド
及
び
障
害
者
芸
術
文

化
祭
（
美
術
作
品
展
、
音
楽
発

表
会
）
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

内
　
容

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
、
手
工

芸
品
の
展
示
・
即
売
、
障
害
の

あ
る
人
々
の
暮
ら
し
の
相
談
等

と
　
き

９
月
８
日
（金）
〜
10
日
（日）

と
こ
ろ

廿
日
市
市
総
合
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
　
あ
い
プ
ラ
ザ

（
廿
日
市
市
新
宮
１
丁
目
13
番

１
号
）

問
合
せ
先

広
島
県
障
害
者
支
援
室

℡
513
―

３
１
６
２

（
福
祉
課
）

今
年
も
９
月
17
日
（日）
に
開
催

す
る
敬
老
会
で
、
歌
や
踊
り
を

披
露
し
て
く
だ
さ
る
方
を
募
集

し
ま
す
。
敬
老
会
参
加
者
の
方

も
ふ
る
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

団
体
数

４
団
体
程
度

資
　
格

町
内
で
活
動
さ
れ
て
い
る
芸

能
団
体
等

出
演
時
間
　

１
団
体
当
た
り
５
分
程
度

申
込
方
法
　

役
場
・
各
公
民
館
に
置
い
て

あ
る
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
実
行
委
員
会
事
務

局
（
福
祉
課
）
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

締
切
り

８
月
18
日
（金）

午
後
５
時
ま
で

決
　
定

実
行
委
員
会
で
選
考
し
、
決

定
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　

敬
老
会
実
行
委
員
会
事
務
局

（
福
祉
課
）

℡
820
―

５
６
０
５
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
ま

た
は
老
人
医
療
受
給
者
で
、
そ

の
世
帯
が
非
課
税
世
帯
に
該
当

さ
れ
る
方
は
、入
院
し
た
と
き
、

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

等
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

別
表
１
、
２
の
と
お
り
入
院
時

食
事
代
等
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

認
定
証
が
必
要
な
方
は
申
請

に
よ
り
交
付
し
ま
す
の
で
住
民

課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

持
っ
て
く
る
も
の

・
保
険
証

・
印
鑑

・
国
保
高
齢
受
給
者
証
ま
た
は

老
人
医
療
受
給
者
証
（
該
当

者
の
み
）

問
合
せ
先

住
民
課
　
保
険
年
金
係

℡
820
―

５
６
０
４

８
月
１
日
は
、
重
度
心
身
障

害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
受
給
者
証
の
更
新
期
日
で

す
。
交
付
申
請
手
続
き
は
お
済

み
で
す
か
？

な
お
、
所
得
制
限
な
ど
に
よ

り
資
格
停
止
と
な
っ
て
い
る
方

も
、
平
成
18
年
度
の
受
給
者
証

に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
中
の

所
得
状
況
に
応
じ
て
交
付
が
可

能
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
健
康
保
険
証
（
国
民
健
康
保

険
又
は
社
会
保
険
等
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育

手
帳
（
重
度
障
害
者
の
み
）

問
合
せ
先

福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

児
童
福
祉
係

℡
820
―

５
６
０
５

■
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付

自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
死
亡

ま
た
は
、
重
度
後
遺
障
害
者
に

な
ら
れ
た
方
の
お
子
さ
ま
（
０

歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
）
に

対
し
、
育
成
資
金
を
お
貸
し
し

ま
す
。

貸
付
申
込
者

そ
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い

る
保
護
者

貸
付
金
額

一
時
金
　
　
　
　
15
万
５
千
円

毎
月
　
　
　
　
　
　
　
２
万
円

入
学
支
度
金
（
小
中
学
校
入
学
時
）

４
万
４
千
円

利
　
子

無
利
子

貸
付
期
間

貸
付
が
決
定
し
た
月
か
ら
中
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国
民
健
康
保
険
ま
た
は

老
人
医
療
受
給
者
で

非
課
税
世
帯
の
方
へ

重
度
心
身
障
害
者
及
び

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
受
給
者
証
交
付
申
請

交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
と

介
護
料
の
支
給
に
つ
い
て

　　お尋ねします・・ 

　介護保険料は65歳になったらす

ぐに年金から天引きされますか。 

 

　　お答えします・・ 

　いいえ、65歳になってすぐに介

護保険料は年金からの天引きはで

きません。65歳の誕生日の翌年の

10月までは納付書でお納めいただ

きます。 

　これは、社会保険庁と介護保険

料の金額の調整が年に１度しか行

えないからです。前年の３月から

当年の２月末までに65歳に年齢到

達、又は転入された方は当年の10

月から年金からの天引きが開始さ

れます。 

　なお、平成19年度からは４月に

も年金からの天引きを開始するこ

とができるようになります。 

 

問合せ先　福祉課　高齢者福祉係 
℡820－5605

　介護保険に関するよくある質問

に対してお答えします。 

介護保険のしくみ 

特Ⅰ種 

Ⅰ種 

Ⅱ種 

定　額 

上限額 

定　額 

上限額 

定　額 

上限額 

68,440円 

136,880円 

58,570円 

108,000円 

29,290円 

54,000円 

支給月額 

２
０
０
６
広
島
県
障
害
者
ふ
れ

あ
い
ラ
ン
ド
及
び
障
害
者
芸
術

文
化
祭
の
合
同
開
催

敬
老
会
出
演
芸
能
団
体

募
　
集

希望すれば、６５歳から７０歳になるまで
国民年金に加入できます。

希望すれば、65歳から70歳になる

まで国民年金に加入できます。

昨年４月から、昭和40年４月１日

以前に生まれた方まで適用範囲が拡

大されました。

65歳前に保険料納付済期間や保険料

免除期間を有し、65歳になったときに

老齢基礎年金を受けるための資格期間

（25年）が足りない方が対象となります。

「もう年金はもらえない」と思われ

ていた昭和30年４月２日以降昭和40年

４月１日までに生まれた方は、近くの

社会保険事務所でご相談ください。

60歳から65歳までは老齢基礎年金の

受給額を増やしたい方も加入できます

が、65歳からは年金の受給額を増やす

ためにだけ加入することはできません。

問合せ先
広島南社会保険事務所　℡253－7710

住民課　保険年金係　℡820－5604

ごぞんじですか？

同一世帯の世帯主及び国
民健康保険被保険者が住
民税非課税の方 

入院時食事代 
（1食当たり） 

210円 
（90日を超える入院の場合160円） 

認定証を病院で提示しな
かった場合または、課税
世帯の方 

 
260円 

所得区分 

70歳未満の国民健康保険被保険者 
別表1

※申請により該当する場合は、「標準負担額減額認定証」を交付します。 

 
100円 

入　院　時 
自己負担限度額 

 
15,000円 

210円 
（90日を超える入
院の場合160円） 

 
24,600円 

入院時食事代 
（1食当たり） 

 
区分
Ⅰ 

区分 
Ⅱ 

適
用 

区
分 

（国保）同一世帯の世帯主及び国保被保険者が、
（老人）世帯全員が、 
住民税非課税でその世帯の所得が0円の方（た
だし、年金収入は80万円以下） 
（国保）同一世帯の世帯主及び国保被保険者が、 
（老人）世帯全員が、 
住民税非課税で区分Ⅰ以外の方 

 
260円 

40,200円 
（10月以降診療
分は、44,400円） 

認定証を病院で提示しなかった場合 
または、課税世帯の方 

所得区分 

70歳以上の国民健康保険被保険者（国保）、老人医療受給者（老人） 
別表2

※申請により該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」を交付します。 
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